
一般質問 よしかわ議会だより ５ 

川
島
　
美
紀 

公
明
党
吉
川
市
議
員
団 

阿
部
　
民
子 

市
民
改
革
ク
ラ
ブ 

　
次
に
総
合
振
興
計
画
施
策
の
体
系

か
ら
見
ま
す
と
、「
都
市
基
盤
」
の

部
門
で
、
吉
川
中
央
土
地
区
画
整
理

地
内
の
第
１
調
整
池
が
一
部
稼
働
し
、

道
路
冠
水
や
浸
水
被
害
の
解
消
に
向

け
た
施
設
整
備
が
進
め
ら
れ
、
市
民

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

　
ま
た
、
吉
川
橋
の
架
け
替
え
を
含

む
越
谷
・
吉
川
線
の
整
備
に
向
け
、

詳
細
設
計
も
進
め
ら
れ
ま
し
た
。 

　
他
の
部
門
に
お
い
て
も
、
少
な
い

予
算
の
な
か
で
も
工
夫
の
様
子
を
伺

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

　
今
後
に
お
い
て
も
、
地
方
交
付
税

の
削
減
な
ど
に
よ
り
地
方
財
政
の
抑

制
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
歳
入
に
見
合

っ
た
歳
出
構
造
へ
転
換
し
財
政
健
全

化
の
推
進
を
期
待
し
、
賛
成
討
論
と

い
た
し
ま
す
。 

　
平
成
１８
年
度
吉
川
市
一
般
会
計
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
、
公

明
党
を
代
表
し
賛
成
の
立
場
で
討
論

し
ま
す
。 

　
ま
ず
初
め
に
平
成
１８
年
度
の
決
算

額
は
、
歳
出
総
額
１
６
７
億
１
６
０

５
万
６
千
円
で
、
前
年
度
比
１１
億
７

７
９
１
万
円
の
増
。
ま
た
、
歳
入
総

額
１
７
３
億
８
０
４
２
万
５
千
円
で

前
年
度
比
１１
億
２
６
１
７
万
６
千
円

の
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
平
成
１８

年
度
は
歳
入
歳
出
と
も
に
、
１０
億
円

を
超
え
る
大
幅
な
増
額
と
な
っ
て
い

ま
す
。
主
な
要
因
と
し
て
、
駅
南
特

定
区
画
整
理
事
業
に
伴
う
道
路
改
良

負
担
金
の
増
や
、
中
央
中
学
校
の
耐

震
補
強
及
び
大
規
模
改
修
工
事
な
ど

の
普
通
建
設
事
業
費
の
増
加
や
、
特

別
会
計
な
ど
へ
の
繰
出
金
の
増
加
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
一
方
で
は

三
位
一
体
改
革
の
影
響
か
ら
地
方
交

付
税
は
平
成
１７
年
度
と
比
べ
、
３
億

９
５
５
９
万
円
、
率
で
２２
・
９
％
の

減
と
な
っ
て
お
り
地
方
交
付
税
の
減

額
に
伴
う
財
源
不
足
の
補
て
ん
措
置

と
し
て
の
臨
時
財
政
対
策
債
を
あ
わ

せ
ま
す
と
、
実
に
４
億
４
１
１
９
万

円
の
大
幅
減
額
で
す
。
こ
の
よ
う
な

中
で
「
財
政
健
全
化
に
向
け
た
取
り

組
み
」
を
着
実
に
推
進
し
、
国
・
県

補
助
金
、
支
出
金
や
市
債
の
発
行
な

ど
特
定
財
源
を
効
率
的
効
果
的
に
活

用
し
た
結
果
で
あ
る
と
認
識
を
し
て

お
り
ま
す
。 

　
幾
つ
か
注
目
す
べ
き
点
を
申
し
上

げ
ま
す
。「
福
祉
有
償
運
送
」
の
促

進
、「
民
間
保
育
所
」
の
開
設
「
自

動
体
外
式
除
細
動
器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）」

の
設
置
。
ま
た
青
色
回
転
灯
を
着
装

し
た
公
用
車
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
。

そ
し
て
「
安
全
安
心
都
市
宣
言
」
が

制
定
。
さ
ら
に
は
コ
ン
ビ
ニ
収
納
の

開
設
、
市
立
第
３
保
育
所
と
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
「
指
定
管
理

者
制
度
」
の
導
入
、
で
ご
ざ
い
ま
す
。

引
き
続
き
財
源
の
確
保
策
と
財
政
健

全
化
の
推
進
を
要
望
い
た
し
ま
す
。 

　
市
民
改
革
ク
ラ
ブ
を
代
表
し
て
討

論
し
ま
す
。
１８
年
度
決
算
の
主
要
施

策
成
果
表
は
、
人
件
費
を
含
む
事
務

事
業
評
価
を
活
用
し
、
事
業
全
体
が

見
え
易
く
、
わ
か
り
や
す
く
な
り
、

職
員
の
努
力
に
一
定
の
評
価
を
し
た

上
で
、
以
下
５
点
の
指
摘
を
し
ま
す
。 

　
栄
小
は
マ
ン
モ
ス
校
化
に
よ
る
二

度
の
プ
レ
ハ
ブ
建
設
と
、
学
童
の
学

校
外
へ
の
移
設
で
、
不
安
と
混
乱
に
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
こ
に
も
記
載

が
な
い
の
は
お
か
し
い
。
今
年
度
補

正
予
算
に
よ
る
６
教
室
の
増
設
だ
け

で
も
８
千
万
円
を
超
え
る
財
政
負
担

で
、
適
切
な
取
り
組
み
が
あ
れ
ば
と

大
変
残
念
で
す
。 

　
使
用
料
値
上
げ
に
よ
っ
て
、
温
水

プ
ー
ル
は
利
用
者
も
収
入
も
大
幅
減

に
。
ま
た
東
埼
玉
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
拡

張
事
業
は
地
権
者
の
意
向
調
査
が
遅

れ
る
な
ど
実
態
把
握
が
杜
撰
。
丁
寧

な
現
場
状
況
の
把
握
と
対
応
に
よ
る

事
業
運
営
を
求
め
ま
す
。 

　
指
定
管
理
者
制
度
に
移
行
し
た
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
連
合
長
寿
会
が

運
営
に
努
力
し
て
い
ま
す
が
、
利
用

者
減
の
対
策
、
利
用
時
間
の
延
長
な

ど
幅
広
い
要
望
に
こ
た
え
る
た
め
に

市
の
指
導
と
支
援
が
必
要
。 

　
市
民
参
画
は
人
件
費
な
ど
経
費
削

減
の
た
め
の
単
な
る
手
段
で
は
な
く
、

市
全
体
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
関
連
し
て
現
在
の
補

助
金
の
一
律
カ
ッ
ト
は
限
界
。
市
が

や
る
べ
き
真
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
と

は
何
か
を
考
え
「
例
外
を
設
け
な
い

期
限
付
き
補
助
金
助
成
制
度
」
の
検

討
、
導
入
を
要
望
し
ま
す
。 

　
最
後
に
所
得
の
低
い
人
や
ハ
ン
デ

ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
つ
人
々
へ
の
配
慮

を
お
願
い
し
ま
す
。
滞
納
金
の
徴
収

策
が
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
市
民

の
声
に
十
分
耳
を
傾
け
、
市
民
の
生

活
再
建
を
助
け
る
、
市
民
に
一
番
近

い
行
政
窓
口
と
し
て
丁
寧
な
対
応
を

強
く
お
願
い
し
ま
す
。 

請
願
の
出
し
方 

①
用
紙
は
Ａ
４
サ
イ
ズ
を
使
用
し
て

く
だ
さ
い
。 

②
住
所
、
氏
名
（
法
人
及
び
団
体
は

そ
の
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
）、
電
話
番
号
、提

出
年
月
日
を
記
載
し
、必
ず
押
印

し
て
く
だ
さ
い
。 

※
署
名
運
動
に
よ
る
請
願
は
、
住
所
、

氏
名
を
自
署
し
て
く
だ
さ
い
。 

③
件
名
は
端
的
に
、
要
旨
は
簡
潔
に
、

理
由
は
内
容
を
詳
し
く
ご
記
入
く

だ
さ
い
。 

④
表
紙
の
紹
介
議
員
２
名
の
署
名
、

ま
た
は
記
名
押
印
が
必
要
で
す
。 

⑤
請
願
事
項
が
複
数
の
場
合
、
１
件

に
つ
き
１
部
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。 

⑥
道
路
、
用
水
な
ど
は
正
式
名
称
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

⑦
請
願
事
項
に
関
す
る
地
図
や
、
参

考
資
料
な
ど
が
あ
れ
ば
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。 

⑧「
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願
」

の
場
合
は
意
見
書
案
も
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。 

⑨
招
集
日
の
７
日
前
ま
で
に
提
出
さ

れ
た
も
の
を
そ
の
議
会
で
審
査
し
、

そ
れ
以
後
の
も
の
は
次
の
議
会
で

審
査
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な

お
、
招
集
日
に
つ
い
て
は
議
会
事

務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 

　
皆
様
の
選
ん
だ
議
員
が
、
吉
川
市

を
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
に
す
る
た

め
に
、
日
常
生
活
に
関
わ
る
条
例
や

事
業
の
予
算
な
ど
、
大
事
な
案
件
を

審
議
し
、
決
定
し
て
い
ま
す
。 

　
ぜ
ひ
傍
聴
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。 

※
車
椅
子
で
の
傍
聴
も
可
能
で
す
。 


